
プロポーザル方式による事業者選定結果表 

プロポーザルに付した事項 
担当課 教育総務課・スポーツ推進課 
契約名 淡路市立中学校体育館等空調設備等整備事業 

審査の日時 令和７年１１月７日 

審査の場所 淡路市防災あんしんセンター２階 多目的ホール、待機室 

予定価格 契約予定金額 

４８２，３５０，０００円 ４８２，３５０，０００円 

当選基準点（当選要件） ６００点（評価点合計の６割） 

候補者名 テラマエ設備工業株式会社 総合点 ７４８ 

番号 提案者氏名（五十音順） 候補者の選定理由 

１ テラマエ設備工業㈱ 
体育館空調設備設置事業のデザインビルド方式の実績が豊富であり、屋

根や窓の断熱工事、避難所としての非常電源の確保、使用時の利便性や

故障対応等の管理体制が優れている。また、工事設計、工事施工、施工

監理などでも、事業をスムーズに行える体制を構築するなど優れた提案

であったため。 

２ ダイキンエアテクノ㈱ 

３  

４  

５  

総合点 
（点数順） 

 
【満点１０００点】 

 

点数順

位 

価格評価点 

(Ａ) 

技術評価点 

(Ｂ) 

審査合計点 

(Ａ)+(Ｂ) 
備 考 

１ １００．０ ６４８．０ ７４８．０ 最優秀候補者 

２ － － － 無効 

３     

４     

５     

契約予定金額 ￥４８２，３５０，０００．－（うち消費税及び地方消費税）￥４３，８５０，０００．－ 

＜プロポーザルに参加する者に必要な資格＞ 
次に掲げる要件を全て満たしていること 

 (１) 事業者及びグループの代表者 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項の規定に該当する者

でないこと。 

  イ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申立て（同法

附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定によ

る更生手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号） 

    第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規



定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされた者であ

っても、会社更生法の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定

を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかった者とみなす。 

  ウ 公募開始日から協定書締結の日までに淡路市指名停止基準に関する規程（平成１７年淡路市訓令第２

１号）による指名停止の措置を受けていない者であること。 

  エ 淡路市暴力団排除条例（平成２５年淡路市条例第９号）第２条第１号に定める暴力団、同条第２号に

定める暴力団員及び同条第３号に定める暴力団密接関係者に該当しないこと。なお、グループで申し込

む場合は、構成員全てを対象とする。 

  オ 建設業法第２８条第３項又は第５項の規定による、営業停止期間中の者ではないこと。 

  カ 参加表明書の提出時点までに納期限の到来した市税、法人税又は消費税及び地方消費税（本市に事務

所・事業所（店舗等を含む。）を有しない者にあっては、法人税又は消費税及び地方消費税）を滞納して

いないこと。 

  キ 提案書の提出時点までに、代表事業者は、法人格を有し、令和６・７年度淡路市競争入札参加資格者

名簿に申請区分「建設工事」の内、希望業種（２０建築一式工事」）又は希望業種（９０管工事」）に登

録されていること。 

  ク 建設業法の規定による建築一式工事又は管工事業の特定建設業許可を有する者 

  ケ 建設業法の規定に基づき当該対象工事の監理技術者を現場において専任で配置できること。 

  コ 直近３か年の経営状況が著しく悪化していないこと。 

  サ 直近１０年以内に契約したもので、国又は地方公共団体の教育施設における空調設備設置工事の実績

が１件以上あること。 

 (２) グループの代表者以外の構成員 

  ア 上記(１)のアからオ及び、カのうち、市税を滞納していないこと。 

  イ 構成員のうち主に設計業務及び工事監理業務を行う事業者は、次に掲げる要件を全て備えているこ

と。 

   (ア) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録

を受けていること 

   (イ) 提案書の提出時点までに、令和６・７年度淡路市競争入札参加資格者名簿に一級建築士事務所で

登録されていること。 

  ウ 構成員のうち主に工事を行う事業者（以下「施工企業等」という。）は、次に掲げる要件を備えている

こと。 

   (ア) 施工企業等は、提案書の提出時点までに、令和６・７年度淡路市競争入札参加資格者名簿に申請

区分「建設工事」のうち、希望業種（２０建築一式工事」）又は希望業種（９０管工事」）に登録され

ていること。 

 

 

履行場所  淡路市 


